
金沢市農業委員会規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市農業委員会会長 新 保 時 正

◎金沢市農業委員会規則第１号

金沢市農業委員会規則の一部を改正する規則

金沢市農業委員会規則 (昭和36年農業委員会規則第１号) の一部を次のように改正する｡

第５条を次のように改める｡

(部会の設置及び所掌事務)

第５条 委員会に農地部会及び農政振興部会を置く｡

２ 農地部会は､ 次に掲げる事務を所掌する｡

� 農地法 (昭和27年法律第229号) その他の法令により委員会の権限に属する農地､ 採草放牧地又は薪炭林 (以
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下 ｢農地等｣ という｡) の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法

(昭和55年法律第65号) 及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律

(平成５年法律第72号) により委員会の権限に属する事項

� 土地改良法 (昭和24年法律第195号) その他の法令により委員会の権限に属する農地等の交換分合及びこれに

附随する事項

� 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項

� 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項

３ 農政振興部会は､ 次に掲げる事務を所掌する｡

� 法人化その他農業経営の合理化に関する事項

� 農業生産､ 農業経営及び農民生活に関する調査及び研究

� 農業及び農民に関する情報提供

� 農業及び農民に関する事項について意見を公表し､ 又は他の行政庁に建議すること｡

� 法第６条第１項第３号に掲げる事項

第７条中 ｢副部会長｣ の次に ｢２名｣ を加える｡

第９条第５号を次のように改める｡

� 金沢市農業委員会農政振興部会長印

第９条第６号を削り､ 同条第７号を同条第６号とする｡

別表中 を

に､ を

に､ を

に改める｡

附 則

この規則は､ 平成17年７月20日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市農業委員会選挙事務規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市農業委員会会長 新 保 時 正

◎金沢市農業委員会規則第２号

金沢市農業委員会選挙事務規則の一部を改正する規則

金沢市農業委員会選挙事務規則 (昭和36年農業委員会規則第４号) の一部を次のように改正する｡
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｢

｣

｢

｣

総務課長 文書法制課長

〃 文書法制課長

第７条中 ｢､ 農政部会及び振興部会｣ を ｢及び農政振興部会｣ に改める｡

附 則

この規則は､ 平成17年７月20日から施行する｡

◎金沢美術工芸大学告示第１号

金沢美術工芸大学の教員の任期に関する規程 (平成13年美術工芸大学告示第２号) の一部を次のように改正する｡

平成17年３月31日

金沢美術工芸大学長 平 野 拓 夫

別表中 ｢５人｣ を ｢６人｣ に改める｡

附 則

この告示は､ 平成17年４月１日から施行する｡

金沢市公平委員会公印規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市公平委員会委員長代理 永 山 憲 三

◎金沢市公平委員会規則第１号

金沢市公平委員会公印規則の一部を改正する規則

金沢市公平委員会公印規則 (昭和34年公平委員会規則第１号) の一部を次のように改正する｡

別表中 を に改める｡

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分の審査に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市公平委員会委員長代理 永 山 憲 三

◎金沢市公平委員会規則第２号

勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分の審査に関する規則の一部を改正する規則

勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分の審査に関する規則 (昭和27年公平委員会規則第２号) の一部を次の

ように改正する｡

第１条中 ｢第８条第７項｣ を ｢第８条第８項｣ に改める｡

第21条第２項中 ｢３月｣ を ｢６月｣ に改める｡

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市公平委員会委員長代理 永 山 憲 三

◎金沢市公平委員会規則第３号

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

管理職員等の範囲を定める規則 (昭和41年公平委員会規則第１号) の一部を次のように改正する｡

別表市長の事務部局の項から公平委員会事務局の項までを次のように改める｡
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美 術 工 芸 大 学 告 示

公 平 委 員 会 規 則



｢

｣

２ 却下の理由

別表の備考第１項中 ｢公平委員会事務局｣ を ｢公平委員会の事務部局｣ に改め､ 同備考第２項中 ｢市長事務部局｣

を ｢市長の事務部局｣ に､ ｢部長｣､ ｢担当部長｣ を ｢局長｣､ ｢担当局長｣ に､ ｢｢局長｣ を ｢｢部長｣､ ｢担当部長｣ に､

｢担当室長｣､ ｢場長｣､ ｢担当場長｣ を ｢場長｣ に､ ｢部長､ 担当部長｣ を ｢局長､ 担当局長｣ に､ ｢､ 局長｣ を ｢､ 部

長､ 担当部長｣ に､ ｢担当室長､ 場長､ 担当場長｣ を ｢場長｣ に､ ｢､ 園長｣ を ｢､ 館長､ 園長｣ に改め､ 同備考第３

項中 ｢教育次長｣､ ｢部長｣ を ｢部長｣ に､ ｢担当次長｣､ ｢館長｣､ ｢担当館長｣､ ｢課長｣､ ｢担当課長｣ を ｢担当部長｣､

｢課長｣､ ｢担当課長｣､ ｢館長｣ に､ ｢､ ｢担当所長｣ 及び ｢室長｣ を ｢及び ｢担当所長｣ に､ ｢教育次長､ 部長｣ を ｢部

長｣ に､ ｢担当次長､ 館長､ 担当館長､ 課長､ 担当課長｣ を ｢担当部長､ 課長､ 担当課長､ 館長｣ に､ ｢､ 担当所長及

び室長｣ を ｢及び担当所長｣ に改める｡

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

◎金沢市公平委員会規程第１号

勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する規程 (昭和49年公平委員会規程第１号) の一部を次のように

改正する｡

平成17年３月31日

金沢市公平委員会委員長代理 永 山 憲 三

様式第９号中 を
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市長の事務部局 局長､ 担当局長､ 市立病院長､ 市立病院副院長､ 美術工芸大学学長､ 所長 (保育所 (中村

町保育所を除く｡) の所長を除く｡)､ 担当所長､ 中央卸売市場長､ 事務局長､ 技監､ 部長､

担当部長､ 次長 (東京事務所次長を除く｡)､ 担当次長､ 室長 (市立病院の室長を除く｡)､

場長､ 課長､ 担当課長､ 館長､ 園長､ 事務局次長､ 事務局担当次長､ 駅西福祉健康センター

医長､ 美術工芸大学評議員､ 市立病院の診療部長､ 診療部副部長 (相当する科長及び医長

を含む｡)､ 中央診療部長､ 中央診療部副部長及び薬剤部長､ 秘書､ 職員課長補佐､ 職員課

担当課長補佐 (職員の人事に係る事務を分掌する者に限る｡)､ 財政課長補佐､ 財政課担当

課長補佐､ 環境総務課長補佐､ 環境総務課担当課長補佐 (庶務の事務を総括する者に限る｡)

､ 文書法制課主査 (公平委員会の事務部局の書記を兼ねる者に限る｡)､ 職員課主査 (職員

の人事に係る事務を分掌する者に限る｡)

教育委員会の事務

部局

教育長､ 部長､ 総括施設長､ 担当部長､ 課長､ 担当課長､ 館長 (玉川図書館近世史料館長

を除く｡)､ 所長､ 担当所長､ 主席指導主事､ 管理主事､ 教育総務課長補佐､ 教育総務課担

当課長補佐 (庶務の事務を総括する者に限る｡)､ 学校職員課担当課長補佐､ 学校職員課主

査 (教職員の人事に係る事務を分掌する者に限る｡)､ 市立工業高等学校の校長､ 教頭及び

事務局長､ 小学校及び中学校の校長及び教頭

公平委員会の事務

部局

書記

公 平 委 員 会 規 程



｢

｣

２ 却下の理由

(ここには､ この通知に不服がある場合の救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき

者及び出訴期間等を記入すること｡)

｢

｣

委員 印◯

｢

｣

委員 印◯

(ここには､ 処分者が行った不服申立人に対する処分について公平委員会が当該処分を承認

し､ 又は修正する場合においては､ 当該不服申立人への教示事項として､ この裁決書 (決定

書) に不服がある場合の救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等

を記入すること｡)

に改める｡

様式第25号中 を

に改める｡

附 則

この規程は､ 平成17年４月１日から施行する｡

◎金沢市消防本部訓令甲第１号

消 防 本 部

消 防 署

金沢市消防機械器具の管理等に関する規程等の一部を改正する規程を次のように定める｡

平成17年３月31日

金沢市消防長 大 浦 春 賢

金沢市消防機械器具の管理等に関する規程等の一部を改正する規程

(金沢市消防機械器具の管理等に関する規程の一部改正)

第１条 金沢市消防機械器具の管理等に関する規程 (昭和43年消防本部訓令甲第２号) の一部を次のように改正する｡

第３条第２項中 ｢消防本部長 (以下 ｢本部長｣ という｡)｣ を ｢消防長｣ に改める｡

第５条第２項､ 第21条､ 第26条及び第27条中 ｢本部長｣ を ｢消防長｣ に改める｡

様式第５号及び様式第６号中 ｢消防本部長様｣ を ｢消防長様｣ に改める｡

(金沢市消防警戒区域立入許可証に関する規程の一部改正)

第２条 金沢市消防警戒区域立入許可証に関する規程 (昭和43年消防本部訓令甲第３号) の一部を次のように改正す

る｡

第１条中 ｢消防本部長 (以下 ｢本部長｣ という｡)｣ を ｢消防長｣ に改める｡

第３条及び第４条中 ｢本部長｣ を ｢消防長｣ に改める｡

様式第１号及び様式第２号中 ｢金沢市消防本部長｣ を ｢金沢市消防長｣ に改める｡

(金沢市消防職員職名規程の一部改正)
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消 防 本 部 訓 令 甲



｢

｣

この処分に不服がある場合は､ 処分を受けたことを知った日の翌日から起算して60日以内に

(金沢市消防長・金沢市長) に対し､ (審査請求・異議申立て) をすることができます｡

｢

｣

この処分に不服がある場合は､ 処分を受けたことを知った日の翌日から起算して60日以内に

(消防長・市長) に対して (審査請求・異議申立て) をすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ この処分を受けたことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

ただし､ (審査請求・異議申立て) をした場合には､ この処分の取消しの訴えは､ その (審査

請求・異議申立て) に対する (裁決・決定) の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に

提起しなければならないこととされています｡

第３条 金沢市消防職員職名規程 (昭和63年消防本部訓令甲第２号) の一部を次のように改正する｡

第３条第１項第１号中 ｢部長｣ を ｢消防長｣ に改め､ 同条第２項中 ｢部､ 課､ 署｣ を ｢消防本部､ 課､ 消防署｣

に改める｡

(金沢市消防本部警防規程の一部改正)

第４条 金沢市消防本部警防規程 (平成４年消防本部訓令甲第１号) の一部を次のように改正する｡

第３条第１項中 ｢消防本部長 (以下 ｢本部長｣ という｡)｣ を ｢消防長｣ に改める｡

第11条第１項､ 第14条第２号､ 第17条第２項､ 第25条第１項中 ｢本部長｣ を ｢消防長｣ に改める｡

第26条第２項中 ｢､ 本部長｣ を ｢､ 消防長｣ に改める｡

第36条､ 第42条第１項､ 第64条､ 第69条､ 第72条､ 第73条､ 第76条､ 第78条第２項､ 第79条､ 第80条第２項､ 第

81条､ 第83条､ 第85条､ 第86条､ 第88条第１項第４号､ 第94条及び第99条中 ｢本部長｣ を ｢消防長｣ に改める｡

様式第５号中 ｢消防本部長｣ を ｢消防長｣ に改める｡

(金沢市消防署の組織に関する規程の一部改正)

第５条 金沢市消防署の組織に関する規程 (平成８年消防本部訓令甲第１号) の一部を次のように改正する｡

第２条第２項中 ｢消防本部長｣ を ｢消防長｣ に改める｡

附 則

この訓令は､ 平成17年４月１日から施行する｡

◎
金 沢 市

金沢市消防本部
訓令甲第１号

消 防 本 部

消 防 署

金沢市火災予防査察規程及び金沢市火災予防違反処理規程の一部を改正する規程を次のように定める｡

平成17年３月31日

金 沢 市 長 山 出 保

金沢市消防長 大 浦 春 賢

金沢市火災予防査察規程及び金沢市火災予防違反処理規程の一部を改正する規程

(金沢市火災予防査察規程の一部改正)

第１条 金沢市火災予防査察規程 (昭和58年
金 沢 市

金沢市消防本部
訓令甲第１号) の一部を次のように改正する｡

様式第２号及び様式第４号中

を

に改める｡

(金沢市火災予防違反処理規程の一部改正)

第２条 金沢市火災予防違反処理規程 (平成14年
金 沢 市

金沢市消防本部
訓令甲第２号) の一部を次のように改正する｡
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金 沢 市
金沢市消防本部

訓令甲



｢

｣

この処分に不服がある場合は､ (この処分を受けた日・この処分があったことを知った日) の翌

日から起算して (30日・60日) 以内に (金沢市消防長・金沢市長) に対し､ (審査請求・異議申立

て) をすることができます｡

｢

｣

この処分に不服がある場合は､ (この処分を受けた日・この処分があったことを知った日) の翌

日から起算して (30日・60日) 以内に (消防長・市長) に対して (審査請求・異議申立て) をする

ことができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ (この処分を受けた日・この処分があったことを知った日) の翌

日から起算して (30日・６箇月) 以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起

することができます｡

ただし､ (審査請求・異議申立て) をした場合には､ この処分の取消しの訴えは､ その (審査請

求・異議申立て) に対する (裁決・決定) の送達を受けた日の翌日から起算して (30日・６箇月)

以内に提起しなければならないこととされています｡

｢

｣

この処分に不服がある場合は､ (この処分を受けた日・この処分があったことを知った日) の翌

日から起算して (30日・60日) 以内に (金沢市 消防署長・金沢市消防長) に対し､ 審査請求を

することができます｡

｢

｣

この処分に不服がある場合は､ (この処分を受けた日・この処分があったことを知った日) の翌

日から起算して (30日・60日) 以内に ( 消防署長・消防長) に対して審査請求をすることがで

きます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ (この処分を受けた日・この処分があったことを知った日) の翌

日から起算して (30日・６箇月) 以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起

することができます｡

ただし､ 審査請求をした場合には､ この処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対する裁決の送

達を受けた日の翌日から起算して (30日・６箇月) 以内に提起しなければならないこととされてい

ます｡

｢

｣

この処分に不服がある場合は､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に

金沢市消防長に対し､ 審査請求をすることができます｡

｢

｣

この処分に不服がある場合は､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に

消防長に対して審査請求をすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内

に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

ただし､ 審査請求をした場合には､ この処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対する裁決の送

達を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に提起しなければならないこととされています｡

｢

｣

この処分に不服がある場合は､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に

金沢市長に対し､ 異議申立てをすることができます｡

様式第６号中

を

に改める｡

様式第７号第１葉及び第２葉中

を

に改める｡

様式第11号中

を

に改める｡

様式第12号及び様式第13号中

を
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｢

｣

この処分に不服がある場合は､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に

市長に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内

に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

ただし､ 異議申立てをした場合には､ この処分の取消しの訴えは､ その異議申立てに対する決定

の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に提起しなければならないこととされています｡

｢

｣

この処分に不服がある場合は､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に

(金沢市消防長・金沢市長) に対し､ (審査請求・異議申立て) をすることができます｡

｢

｣

この処分に不服がある場合は､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に

(消防長・市長) に対して (審査請求・異議申立て) をすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内

に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

ただし､ (審査請求・異議申立て) をした場合には､ この処分の取消しの訴えは､ その (審査請

求・異議申立て) に対する (裁決・決定) の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に提起

しなければならないこととされています｡

｢

｣

この処分に不服がある場合は､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に

(金沢市消防長・金沢市長) に対し､ 審査請求をすることができます｡

｢

｣

この処分に不服がある場合は､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に

(消防長・市長) に対して審査請求をすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内

に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

ただし､ 審査請求をした場合には､ この処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対する裁決の送

達を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に提起しなければならないこととされています｡

｢

｣

｢

｣

｢

｣

○

(次長以下)

○

(課長以下)

○

(次長・課長)

に改める｡

様式第17号から様式第19号までの規定中

を

に改める｡

様式第21号中

を

に改める｡

附 則

この訓令は､ 平成17年４月１日から施行する｡

金沢市企業局事務決裁規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

◎金沢市公営企業管理規程第１号

金沢市企業局事務決裁規程の一部を改正する規程

金沢市企業局事務決裁規程 (昭和39年公営企業管理規程第３号) の一部を次のように改正する｡

第４条第２項中 ｢所管次長 (所管次長を置かない部にあっては､ 所管課長)｣ を ｢所管課長｣ に改め､ 同条中第３

項及び第４項を削り､ 第５項を第３項とする｡

別表第１組織及び人事管理の表中 を に､ を
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公 営 企 業 管 理 規 程



｢

｣

｢

｣

｢

｣

○

(課長)

○

(部長･次長･課長)

○

(部長・課長)
に､ を に改め､ 同表の備考第２項中 ｢､ 次

長｣ を削り､ 同表契約イの表の備考第１項中 ｢地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の２第１項第２号

又は第４号｣ を ｢地方公営企業法施行令 (昭和27年政令第403号) 第21条の14第１項第２号又は第６号｣ に改め､ 同

備考に次の１項を加える｡

３ 金沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 (平成17年条例第２号) に基づく長期継続契約

に係る契約の方法等の決定伺については､ 企業総務課合議を要する｡

附 則

この規程は､ 平成17年４月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市企業局職員職名規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

◎金沢市公営企業管理規程第２号

金沢市企業局職員職名規程の一部を改正する規程

金沢市企業局職員職名規程 (昭和28年公営企業管理規程第５号) の一部を次のように改正する｡

第４条第１項第１号中 ｢担当部長 次長 担当次長｣ を ｢担当部長｣ に改める｡

附 則

この規程は､ 平成17年４月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市企業局職員就業規則の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

◎金沢市公営企業管理規程第３号

金沢市企業局職員就業規則の一部を改正する規程

金沢市企業局職員就業規則 (昭和32年公営企業管理規程第11号) の一部を次のように改正する｡

第２条第１項第２号中 ｢､ 次長｣ を削る｡

第32条中 ｢生後１年３月｣ を ｢生後１年６月｣ に､ ｢30分｣ を ｢45分｣ に改める｡

附 則

この規程は､ 平成17年４月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

◎金沢市公営企業管理規程第４号

企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

企業職員の給与に関する規程 (昭和52年公営企業管理規程第５号) の一部を次のように改正する｡

別表第１中 ｢ 部長 次長 担当次長 ｣ を
｢ 部長 ｣ に改める｡

附 則

この規程は､ 平成17年４月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

企業職員の初任給､ 昇格､ 昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

◎金沢市公営企業管理規程第５号

企業職員の初任給､ 昇格､ 昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程
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｢

｣

たな卸資産減耗費

使用ガス費

補助材料費

｢

｣

たな卸資産減耗費

購入ガス費

使用ガス費

補助材料費

｢

｣

事務受託収入

手数料

｢

｣

事務受託収入

消化ガス売却収入

手数料

｢

｣

地方自治法施行令 第 条

第 項 第 号
摘

要
金沢市契約規則 第 条 第 号

｢

｣

地方自治法施行令 第 条 第 項 第 号

地方公営企業法施行令 第 条 第 項 第 号

金沢市契約規則 第 条 第 号

摘

要

企業職員の初任給､ 昇格､ 昇給等の基準に関する規程 (昭和32年公営企業管理規程第８号) の一部を次のように改

正する｡

別表第１８級の項から11級の項までを次のように改める｡

附 則

この規程は､ 平成17年４月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

◎金沢市公営企業管理規程第６号

金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程

金沢市企業局会計規程 (昭和55年公営企業管理規程第１号) の一部を次のように改正する｡

第86条第１項中 ｢総務部長｣ 及び ｢部長｣ を ｢総務局長｣ に改める｡

別表第２中 を

に改める｡

別表第６中 を

に改める｡

様式第25号中 を

に改める｡
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８級

� 課長の職務

� 特に重要な業務を処理する課長補佐の職務

� 前２号に相当する職務

９級

� 部長の職務

� 特に重要な業務を所掌する課長の職務

� 前２号に相当する職務

10級
� 特に困難で重要な業務を所掌する部長の職務

� 前号に相当する職務

11級
� 副局長の職務

� 前号に相当する職務



附 則

１ この規程は､ 平成17年４月１日から施行する｡

２ この規程の施行の際現に存する改正前の様式第25号の書式による用紙は､ 当分の間､ 所要の調整をして使用する

ことができる｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市液化石油ガス供給に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

◎金沢市公営企業管理規程第７号

金沢市液化石油ガス供給に関する規程の一部を改正する規程

金沢市液化石油ガス供給に関する規程 (昭和63年公営企業管理規程第２号) の一部を次のように改正する｡

別表第１大浦・東蚊爪供給地点群の項供給地点の欄中 ｢272番地１｣ を ｢272番地１ 283番地 286番地｣ に改め､

同項供給地点数の欄中 ｢390｣ を ｢392｣ に改める｡

附 則

この規程は､ 平成17年４月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市ガス工事人の承認等に関する規程及び金沢市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程をここに公

布する｡

平成17年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

◎金沢市公営企業管理規程第８号

金沢市ガス工事人の承認等に関する規程及び金沢市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程

(金沢市ガス工事人の承認等に関する規程の一部改正)

第１条 金沢市ガス工事人の承認等に関する規程 (昭和57年公営企業管理規程第７号) の一部を次のように改正する｡

第５条第３号中 ｢登記簿の謄本｣ を ｢登記事項証明書｣ に改める｡

(金沢市指定給水装置工事事業者規程の一部改正)

第２条 金沢市指定給水装置工事事業者規程 (平成９年公営企業管理規程第12号) の一部を次のように改正する｡

第３条第３項第２号及び第６条第２項中 ｢登記簿の謄本｣ を ｢登記事項証明書｣ に改める｡

附 則

この規程は､ 公布の日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

◎金沢市公営企業管理規程第９号

金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の一部を改正する規程

金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 (平成13年公営企業管理規程第１号) の一部を次のよう

に改正する｡

第２条第１項中 ｢公告のあった日から30日以内に｣ を ｢公営企業管理者 (以下 ｢管理者｣ という｡) の定める日ま

でに｣ に､ ｢公営企業管理者 (以下 ｢管理者｣ という｡)｣ を ｢管理者｣ に改める｡

様式第２号を同様式 (表) とし､ 同様式に次のように加える｡
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｢

｣

｢

｣

※ この通知書に記載された事項について不

服がある場合には､ この通知書を受け取っ

た日の翌日から起算して60日以内に金沢市

公営企業管理者に対して異議申立てをする

ことができます｡

※ 徴収の猶予の理由が消滅したときは､ 遅

滞なくその旨を届けてください｡

なお､ 徴収を猶予した額 円につい

ては､ 徴収の猶予の理由が消滅したときに

納付していただくことになります｡

※ この通知に記載された事項について不服

がある場合は､ この通知を受けた日の翌日

から起算して60日以内に公営企業管理者に

対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ この通知

を受けた日の翌日から起算して６箇月以内

に市を被告として (公営企業管理者が被告

の代表者となります｡) 提起することがで

きます｡

ただし､ 異議申立てをした場合には､ こ

の処分の取消しの訴えは､ その異議申立て

に対する決定の送達を受けた日の翌日から

起算して６箇月以内に提起しなければなら

ないこととされています｡

※ 徴収の猶予の理由が消滅したときは､ 遅

滞なくその旨を届けてください｡

なお､ 徴収を猶予した額 円につい

ては､ 徴収の猶予の理由が消滅したときに

納付していただくことになります｡

様式第３号その１第１葉 (裏) 中 ｢方法｣ の次に ｢､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間｣ を加え､

同様式その２を同その２ (表) とし､ 同その２に次のように加える｡

様式第５号及び様式第６号の備考を次のように改める｡

備考 この通知に記載された事項について不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に

公営企業管理者に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ この通知を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に市を被告として (公営

企業管理者が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

ただし､ 異議申立てをした場合には､ この処分の取消しの訴えは､ その異議申立てに対する決定の送達を受

けた日の翌日から起算して６箇月以内に提起しなければならないこととされています｡

様式第９号中 を
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(裏)

この欄には､ この通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出

訴期間等を記入すること｡

(裏)

せつめい

この欄には､ この負担金を徴収する根拠となった条例の規定の要旨､ 納付する場所､ 各納期における納付額

を納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方

法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡



｢

｣

｢

｣

郵 便 は が き

様 様

｢

｣

｢

｣

この欄には､ 納付額を納入しな

かった場合において､ 執られるべ

き措置等を記入すること｡

納付書兼領収証書 (督促) 納付書兼領収証書 (督促)

(裏)

この欄には､ 納付額を納付しな

かった場合において執られるべき

措置､ この通知に不服がある場合

における救済の方法､ 取消訴訟を

行う場合の被告とすべき者及び出

訴期間等を記入すること｡

き
が

は
便

郵

に改める｡

様式第10号に備考として次のように加える｡

備考 この通知に記載された事項について不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に

公営企業管理者に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ この通知を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に市を被告として (公営

企業管理者が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

ただし､ 異議申立てをした場合には､ この処分の取消しの訴えは､ その異議申立てに対する決定の送達を受

けた日の翌日から起算して６箇月以内に提起しなければならないこととされています｡

様式第12号を同様式 (表) とし､ 同様式に次のように加える｡

様式第16号その１中 を に､

を に改め､ 同その１を同その１ (表)

とし､ 同様式に次のように加える｡
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(裏)

この欄には､ この通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出

訴期間等を記入すること｡



｢

｣
金沢市長 土木部河川課 加入電話

｢

｣

金沢市長 都市整備局土木部内水

整備課

加入電話

様式第16号その２中 ｢措置｣ の次に ｢､ この通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被

告とすべき者及び出訴期間｣ を加える｡

附 則

１ この規程は､ 平成17年４月１日から施行する｡

２ この規程の施行の日前に交付された改正前の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定に

よる下水道事業受益者負担金決定通知書等は､ 改正後の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

の規定にかかわらず､ なお効力を有する｡

◎金沢市公営企業訓令甲第１号

企 業 局

金沢市上寺津ダム操作規程 (昭和50年公営企業訓令甲第１号) の一部を次のように改正する｡

平成17年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

別表第１中 を

に改める｡

附 則

この訓令は､ 平成17年４月１日から施行する｡
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